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第 3 章  学  校  教 育 総  論  

第１節   指  導  目  標  

 平 成 26 年 度 学校教育について  

  学 校教育は、幼児児童生徒が生涯にわたり、人間としての成長と発達を続けていく基盤となる

力を養うとともに、国家及び社会の有為な形成者としての資質の育成を目標とするものである。 

  本 県教育振興基本計画 に基づき、各学校においては、幼児児童生徒のすぐれた個性を伸ばし、

知・徳・体の調和のとれた人間形成を図るとともに、公共の精神を尊び、自他の敬愛と協力によ

り創造的で活力に満ちた社会の発展に尽くす態度を養うことが大切である。  

  教 職員は、教育者としての使命を自覚し、学校教育の目標と学習指導要領等の趣旨を十分理解

し、校（園）長の指導のもとに一致協力して公教育の推進に努力されるよう期待する。  

指導の方針  

1 い のちを尊び、こころやからだを鍛え、たくましく生きる力を養う。  

2 自 ら学び、深く考え、広い視野をもって主体的に行動する力を養う。  

3 礼 節を重んじ、自らを律し、他とともにこころ豊かな生活を築く態度を養う。  
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第 2 節   現    況  

 平 成 26 年 度 学校総覧（高等教育機関を除く）         （ 学 校基本調査  26.5.1 現 在 ） 

区分  
学校数  

学級数
幼児・児童・生徒数  本務教員数  本  務

職員数計 本校 分校 計  男  女  計  男  女  

幼 稚 園 521 521 0 3,886 96,825 48,974 47,851 5,709 345 5,364 793

国     立  1 1 0 5 132 72 60 7 0 7 0

市  町  立  91 91 0 485 10,590 5,416 5,174 763 22 741 69

私     立  429 429 0 3,396 86,103 43,486 42,617 4,939 323 4,616 724

小 学 校 984 980 4 15,675 416,989 213,322 203,667 23,170 8,342 14,828 3,109

国     立  2 2 0 42 1,378 699 679 61 49 12 4

市 町 村立  979 975 4 15,588 414,337 212,172 202,165 23,025 8,255 14,770 3,091

私     立  3 3 0 45 1,274 451 823 84 38 46 14

中 学 校 443 439 4 7,097 219,348 112,635 106,713 13,705 7,915 5,790 1,084

国     立  3 3 33 1,219 601 618 69 56 13 9

市 町 村立  418 414 4 6,795 208,318 107,531 100,787 13,124 7,523 5,601 1,022

私     立  22 22 0 269 9,811 4,503 5,308 512 336 176 53

高 等 学 校 220 219 1 … 198,951 99,184 99,767 12,349 8,477 3,872 1,948

国     立  2 2 0 … 951 384 567 66 40 26 6

県     立  148 147 1 (3,202) 124,264 63,223 61,041 8,059 5,421 2,638 1,331

市     立  15 15 0 (352) 13,615 5,871 7,744 928 585 343 142

私     立  55 55 0 … 60,121 29,706 30,415 3,296 2,431 865 469

通信制高等学校 6 6 0 … 8,758 5,498 3,260 93 65 28 13

県     立  2 2 … 2,999 1,448 1,551 57 39 18 7

私     立  4 4 … 5,759 4,050 1,709 36 26 10 6

中等教育学校(私立) 1 1 … 701 701 0 61 52 9 46

(前 期課程 ) 12 390 390 0

(後 期課程 ) … 311 311 0 0 0

特 別 支援学校 36 33 3 1,482 7,190 4,720 2,470 3,442 1,269 2,173 586

盲学校(県立) 2 2 49 172 91 81 114 53 61 47

聾学校(県立) 5 5 120 513 293 220 278 100 178 80

知肢病特別支援学校 29 26 3 1,313 6,505 4,336 2,169 3,050 1,116 1,934 459

国   立  1 1 0 9 62 48 14 29 22 7 2

県   立  21 19 2 1,079 5,209 3,494 1,715 2,464 880 1,584 341

市   立  7 6 1 225 1,234 794 440 557 214 343 116

専 修 学 校 179 179 0 … 47,937 22,852 25,085 2,618 1,312 1,306 795

県     立  3 3 … 771 191 580 92 28 64 31

市     立  13 13 … 1,906 227 1,679 195 4 191 46

私     立  163 163 … 45,260 22,434 22,826 2,331 1,280 1,051 718

各種学校(私立) 83 83 … 12,721 7,681 5,040 697 416 281 382

 （ 注 1）高等学校・特別支援学校については、専攻科を含む。ただし、高等学校の学級数は、公立  

本科のみのものである。  

（注 2）通 信制高等学校 6 校の内訳は、独立校 2 校 、全・通併置校 3 校 、定・通 併置校 1 校 である。  

したがって、併置校 4 校は、高等学校数と重複している。  


